
伊那市新型インフルエンザ等対策行動計画の改定の概要

○国は新型コロナウイルス感染症の経験や関係法令の改正を踏まえ、令和６年７月に「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」を全面改
 定しました。
○政府行動計画の改定と関係法令の改正を踏まえ、長野県は令和７年３月に「長野県新型インフルエンザ等対策行動計画」を改定しました。
○これらを踏まえ、市では関係法令及び関係機関（上伊那医師会、上伊那歯科医師会、上伊那薬剤師会、伊那保健福祉事務所及び上伊那広
域消防本部）からの意見聴取に基づき「伊那市新型インフルエンザ等対策行動計画」を改定しました。

行動計画改定の経緯

今回の改定では、新型コロナウイルス感染症対策の経験・課題を踏まえ、新型インフルエンザ等幅広い呼吸器感染症による危機にも対応で
きる体制構築を目指し、主に以下のポイントを改定しました。

主な改定のポイント

①対策の時期を３つの期間に整理し、平時の準備を充実
感染症の対応段階を現在の６段階から３段階の「準備期」「初動期」「対応期」に分け、対策項目ごとに切替えタイミングを示すとともに、
感染症が発生していない準備期の取組を強化
【現計画】
情報収集、情報提供・共有について記載
【新計画】
現計画に加え感染危機対応を行う人材育成、国・県との相互連携体制の構築、平時業務におけるICT化等（DXの推進）について記載

②対策項目の見直し
７項目ある対策項目について、課題となった項目を中心に見直しを行います
【現計画】
①実施体制②サーベイランス・情報収集③情報提供・情報共有④予防・まん延の防止⑤予防接種⑥医療⑦市民生活及び市民経済の安定の確保
【新計画】
①実施体制②情報提供・共有、リスクコミュニケーション③まん延防止④ワクチン⑤保健⑥物資⑦市民生活及び地域経済活動の安定の確保

③感染対策の機動的な対応を記載
対策を機動的に切り替えることを記載
・ワクチンや治療薬の普及に応じた対策の緩和を明記
・DXの推進や関係機関との連携により疫学・臨床情報を迅速に収集・分析し、施策に活かす体制を構築



伊那市新型インフルエンザ等対策行動計画改定点
○改定に当たり、現計画の対策項目７項目について項目の見直しと整理
○全ての項目について、新型コロナウイルス感染症対応で得られた知見等を踏まえ、記載内容見直し

対策項目 現計画（新計画にも記載あり） 新計画（現計画からの主な追加記載項目）
実施体制 ・市対策本部の設置

・医療関係団体等との対策会議の実施
・行動計画や業務計画等の作成      など

・有事における実践的な訓練の実施
・業務継続計画の作成と改定
・有事における対策に関わる職員の養成        など

情報提供・共有、リス
クコミュニケーション

・様々な媒体による分かりやすく迅速な情報提供
・双方向の情報共有
・相談窓口の設置
など、現行計画においても新計画と同様の記載あ
り

・感染症の理解を深める住民への情報提供と共有
・可能な限り住民との双方向のコミュニケーションの構築
 →コールセンター等の設置と正しい情報の普及    など

まん延防止 ・平時からのマスクや手洗い等、感染防止知識の
普及と理解促進
・県が行う患者、濃厚接触者等の対応協力 など

・平時から有事の際の対応についての理解促進     など

ワクチン ・特定接種及び住民への集団接種の実施
・接種についての情報提供        など

・平時から有事における接種体制の構築に必要な人員、会場、
資材等を整備
・感染初期における接種に関わる医療従事者の確保等の体制の
構築
・システムを活用した接種記録の管理         など

保健 ・国、県等と連携し情報の収集と取組に協力  
                    など

・県が実施する健康観察への協力
・県が実施する患者、濃厚接触者への物品支給の協力  など

物資 ・県の物資等の提供のための取組に協力 ・感染症対策のための物資の備蓄           など

市民生活及び地域経済
活動の安定の確保

・生活必需品の買占め等生じないための呼びかけ、
県の対策を支援
・遺体の一時安置施設等の確保と火葬体制の確保
                    など

・有事の支援金の交付等が迅速に行えるよう、平時からのDXの
推進
・要配慮者への把握と支援体制の準備と支援の実施
・長期休校の際の教育の継続に関する支援       など


